
�愛媛県告示第４５８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、東温市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、松山市南吉田町土地改良区から認可申請のあった土

地改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１８年３月１６日認

可した。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４６０号
平成１８年３月１７日東温市樋口土地改良区営県単独土地改良

事業日吉谷地区の換地計画に基づく換地処分があったので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条第４項の規定に

より公告する。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用

する同法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連

合から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第４６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・横通地区）の

施行に平成１８年３月１６日同意した。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４６３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限

又は条件

� ア 免許番号 宇区第２４８号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期
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字 の 名 称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

樋口 字櫻ヶ
谷

樋口 字向井 甲９９４の１、甲９９４の２、甲９９
５の１、甲９９５の２、甲９９６の
１から甲９９６の４まで、甲９９７
の１、甲９９７の２、甲９９８の１
、甲９９８の２、甲９９９の１、甲
９９９の２、甲１０００、甲１００１、
甲１４３１、甲１４３２の３から甲１４
３２の５まで及び甲１４３３

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 元 清 吉 西宇和郡伊方町仁田之浜１２５０番地１

〃 宮 本 征 士 西宇和郡伊方町大佐田１３１番地

毎週（火・金）曜日発行 第１７４６号 平成１８年３月２８日

平成１８年３月２８日火曜日 第１７４６号
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漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

真珠養殖業 １月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 八幡浜市保内町川之石地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 八幡浜市保内町住吉鼻

点ア Ａから八幡浜市保内町西町防波堤突

端見通し９０メートルの点

イ Ａから八幡浜市保内町西町防波堤突

端見通し２４０メートルの点

ウ イから２７０度１００メートルの点

エ アから２７０度１００メートルの点

ウ 地元地区 八幡浜市保内町

エ 制限又は条件

� 漁場に設置するいかだの台数については別に定

める知事の指示に従わなければならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 燧特区第１３６号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

こんぶ養殖
業

９月１日から
翌６月３０日まで

� 漁場の位置 今治市宮窪町鵜島北東部地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 今治市宮窪町鵜島唐崎

Ｂ Ａから海岸沿い西へ２００メートルの

標識

点ア Ａから３３０度１００メートルの点

イ Ｂから３３０度１００メートルの点

ウ イから０度１１５メートルの点

エ Ａから３３０度２００メートルの点

ウ 地元地区 今治市宮窪町

エ 制限又は条件

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去

しなければならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇特区第３８８号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

真珠貝養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 南宇和郡愛南町御荘菊川地先

� 漁場の区域

Ｂア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線と

、ＢＣ間の最大低潮時海岸線から１０メートルの

線とによって囲まれた区域

基点Ａ 南宇和郡愛南町御荘菊川３５５５番五ヶ

浜大岩標識

Ｂ 南宇和郡愛南町御荘菊川３９５６番大岩

標識

Ｃ 南宇和郡愛南町御荘と同町柏との最

大高潮時海岸線における境界

点ア Ｂから２３０度１８０メートルの点

イ Ａから２７０度２００メートルの点

ウ Ａから２７０度４５０メートルの点

エ Ｃから南宇和郡愛南町角島島頂見通

し５００メートルの点

ウ 地元地区 南宇和郡愛南町御荘地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇特区第３８９号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

とさかのり
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 南宇和郡愛南町御荘菊川地先

� 漁場の区域

Ｂア、アイ、イウ及びウＤの４直線と、ＢＣ

間及びＣＤ間の最大低潮時海岸線から１０メート

ルの線とによって囲まれた区域

基点Ａ 南宇和郡愛南町御荘菊川３９５６番地大

岩標識

Ｂ 南宇和郡愛南町御荘菊川３９５４番地標

識

Ｃ 南宇和郡愛南町御荘菊川３５７２番地標

識

Ｄ 南宇和郡愛南町御荘菊川３５５５番地五

ヶ浜大岩標識

点ア ＢからＣ見通し２８０メートルの点

イ Ａから２３０度１８０メートルの点

ウ Ｄから２７０度２００メートルの点

ウ 地元地区 南宇和郡愛南町御荘地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

２ 免許予定日

平成１８年８月１日

３ 申請期間

平成１８年３月２８日から平成１８年７月１０日まで

４ 存続期間

� 区画漁業権

平成１８年８月１日から平成２６年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成１８年３月２８日 第１７４６号
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� 特定区画漁業権

平成１８年８月１日から平成２１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第４６４号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年

法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜

地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び

土木事務所並びに市役所及び町役場において縦覧に供する。

平成１８年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

荷内Ｅ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号まで

を順次結んだ線、標柱８号と標柱９号を二級河川荷内川南側

官民境界線で結んだ線、標柱９号と標柱１０号を結んだ線及び

標柱１０号と標柱１号を西福辺川西側官民境界線で結んだ線に

囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

新居浜市 阿島 荷内新畑福辺 甲７４３番 １号

甲７４３番 ２号

西福辺 乙１００番５ ３号

西ノ谷口 乙１０１番７ ４号

荷内新畑西谷 甲７３２番 ５号

甲７３６番１ ６号

甲７３９番１ ７号

甲７３９番１ ８号

荷内新畑福辺 甲７４０番 ９号

甲７４０番 １０号

白地

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号まで

を順次結んだ線、標柱１１号と標柱１２号を一般県道東予玉川線

北側官民境界線で結んだ線、標柱１２号から標柱１６号までを順

次結んだ線及び標柱１６号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区

域

市 町 地 番 標 柱

今治市 朝倉上 甲２８６番３ １号

甲３００番 ２号

乙２１２番１ ３号

乙２１２番１ ４号

乙２１３番 ５号

乙２１３番 ６号

乙２１７番 ７号

乙２２０番 ８号

乙２２０番 ９号

甲３５３番地先 １０号

甲３５５番２ １１号

甲３４３番２ １２号

甲３５１番１ １３号

甲３１３番 １４号

甲３１２番２ １５号

甲３０８番 １６号

上本組西

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号まで

を順次結んだ線、標柱１３号と標柱１４号を一般国道３３号西側官

民境界線で結んだ線、標柱１４号から標柱１６号までを順次結ん

だ線及び標柱１６号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

久万高原町 上黒岩 ２２９９番 １号

２２８５番 ２号

２２８０番 ３号

２３３２番 ４号

２４３０番 ５号

２４２８番 ６号

２４２８番 ７号

２４２７番 ８号

２４２７番 ９号

２４４５番 １０号

２４５１番 １１号

２４５７番１ １２号

２４６７番 １３号

２４３７番 １４号

２３２６番 １５号

２３１３番 １６号

関谷

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１５号まで

を順次結んだ線並びに標柱１５号と標柱１号を市道関谷２号及

び一般県道大洲保内線の南東側官民境界線で結んだ線に囲ま

れた区域

市 町 字 地 番 標 柱

大洲市 西大洲 セキヤ 甲１４２番２ １号

ヤスバ 甲４２８番３ ２号

セキヤ 甲２０２番１ ３号

甲２０２番１ ４号

甲２０４番３ ５号

甲２１３番３ ６号

甲２０８番２ ７号

甲１４０番 ８号

甲１４０番 ９号

甲１４０番 １０号

甲１４５番 １１号

甲１３７番 １２号

甲１３２番 １３号

甲１５７番 １４号

甲１５６番 １５号

藤白

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号まで

を順次結んだ線、標柱１２号と標柱１３号を一般県道�生大洲線
北側官民境界線で結んだ線、標柱１３号と標柱１４号を結んだ線

及び標柱１４号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

愛 媛 県 報平成１８年３月２８日 第１７４６号
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監 査 公 表

市 町 地 番 標 柱

大洲市 長浜町�生 乙５４２番 １号

乙５６１番１ ２号

乙１１６５番 ３号

乙１７５０番 ４号

乙５７０番２ ５号

乙５７０番２ ６号

乙５７０番２ ７号

乙１１４４番２ ８号

乙１１４３番１ ９号

乙５７３番 １０号

乙１１４１番３ １１号

乙１６７２番 １２号

乙５８２番１ １３号

乙６１３番 １４号

黒島（Ｂ）（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５２年３月愛媛県告示第

３３６号）黒島（Ｂ）の項で指定した標柱１号と標柱５号を結

んだ線、標柱５号と次に掲げる地番の土地に存する標柱６号

と標柱７号を結んだ線及び標柱７号と標柱１号を結んだ線に

囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

新居浜市 黒島 小山 ２８４番２ ６号

３４４番 ７号

湯ノ谷（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５２年３月愛媛県告示第

３３６号）湯ノ谷の項で指定した標柱１号、標柱４号及び標柱

３号を順次結んだ線、標柱３号と次に掲げる地番の土地に存

する標柱５号から標柱１５号までを順次結んだ線並びに標柱１５

号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

西条市 洲之内 湯ノ谷 乙１３５番１ ５号

乙１３８番１ ６号

乙１３８番１ ７号

乙１４３番 ８号

乙１４３番 ９号

乙１４５番２ １０号

山田 甲１２２０番 １１号

甲１２１７番１ １２号

甲１２４６番１ １３号

甲１２０９番３ １４号

山崎 甲１１９２番 １５号

岩水Ａ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和４９年４月愛媛県告示第

４６０号）岩水Ａ地区の項で指定した標柱４号と標柱３号を結

んだ線、標柱３号と次に掲げる地番の土地に在する標柱６号

を結んだ線及び標柱６号と標柱４号を結んだ線に囲まれた区

域

市 町 地 番 標 柱

愛南町 岩水 １０６番１ ６号

�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年３月２８日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成１７年２月８日

中 央 児 童 相 談 所 平成１７年４月１９日

南 予 児 童 相 談 所 平成１７年５月１８日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金については、適期収入に留意す

るとともに滞納繰越分の整理についてもなお一層の努力が望まれ

る。 （東予児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金については、適期収入に留意す

るとともに滞納繰越分の整理についても一層の努力が望まれる。

（中央児童相談所）

（南予児童相談所）

（措置の内容）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して

、措置の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入

に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書の送付、

電話催告を実施するとともに、徴収会議を平成１７年４月から１１月

までに３回開催し、未納者の状況把握と徴収可能な債務者の選別

を実施し、重点的な納入催告に努めた。

その結果、平成１７年度に繰り越した未収金１２，２８３，６３０円の内、

平成１７年１１月末現在７４７，２２０円を収納した。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分

については、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め、収

入の確保に努めたい。 （東予児童相談所）

２� 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対し

て、措置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収

入に努めた。

また、滞納となったものについては、平成１５年度に制定した

「児童福祉施設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、所内に

滞納整理班を設け、個人別滞納整理表の作成により未納者の状

況把握と徴収可能な債務者の選別をし、重点的な納入催告に努

めた。

その結果、平成１７年度に繰り越した未収金５５，８８７，１４０円の内

、平成１７年１２月末現在１，０２８，７００円を収納した。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分については、保護者との連絡を密にするなど収入の確保に一

愛 媛 県 報平成１８年３月２８日 第１７４６号

２５０



任 免 辞 令

正 誤

�������
�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年３月２８日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�公営企業任免辞令
３月１日

愛媛県技術吏員 花 山 希

死亡

�正 誤

平成１６年１２月２８日付け第１６２２号愛媛県訓令第１７号（松山市

への北条市及び温泉郡中島町の編入並びに今治市、大洲市、

伊予郡砥部町、喜多郡内子町及び北宇和郡鬼北町の設置に伴

う関係訓令の整備に関する訓令）中

�������
�正 誤

平成１８年３月１４日付け第１７４２号外１愛媛県規則第４号（愛

媛県予算の編成及び執行に関する規則及び特別職の職員の期

末手当に関する規則の一部を改正する規則）中

層努めたい。 （中央児童相談所）

� 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対し

て、措置の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期

収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書の送付

電話催告を実施するとともに、徴収会議を平成１７年４月から１１

月までに３回開催し、未納者の状況把握と徴収可能な債務者の

選別を実施、重点的な納入催告に努めた。

その結果、平成１７年度に繰り越した未収金８，６８１，１８０円の内

、平成１７年１１月末現在１，２００，９３０円を収納した。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分については、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め

、収入の確保に努めたい。 （南予児童相談所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

建 築 住 宅 課 平成１７年１０月１１日

（監査の結果）

住宅貸付損害金については、適期収入に留意するとともに滞納繰

越分の整理についてもなお一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

平成１６年度末時点における住宅貸付損害金（４１名１８，５５８，１０３円、

併せて滞納している住宅貸付料２３，２３６，７８０円）の滞納者に対しては

、住宅貸付料滞納分とともに催告通知、訪問指導等を行い、未収金

の回収に努めている。

平成１７年１２月末までに、損害金は１名４６９，８４６円、住宅貸付料滞

納金は２名１２４，５００円の納入があり、今後とも地方局と連携しなが

ら収入の確保に努めることとしている。

ページ 箇 所 誤 正

１３０５ 右欄上から２０
行目 「市民税」 「市町税」

ページ 箇 所 誤 正

１ 規則番号 愛媛県規則第４号 愛媛県規則第５号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年３月２８日 印刷
平成１８年３月２８日 発行
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